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１ 応答スペクトルに基づく手法について 

  本書面は、松田式（基準地震動問題）の誤差の問題などについて主張するもので

あるが、まず、前提として、応答スペクトルに基づく手法の概略について述べるこ

ととする。 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価（なお、かかる評価結果は断層モ

デルを用いた手法による地震動評価結果を包絡していることから、応答スペクトル

に基づく手法による地震動評価によって「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」たる基準地震動Ｓｓ－１が策定されていることには争いはない。）は、以下の

プロセスでなされる。 

 

 プロセス① 断層位置・長さなどの各種調査 

  

 プロセス② ①での調査結果を基に 

           ↓松田式 

地震の規模（マグニチュード）の推定 

 

プロセス③ ②で推定した地震の規模     断層と敷地との等価震源距離 

           ↓野田のスペクトル（耐専スペクトル） ↙ 

         地震動の推定 

   

以下、本書面においては、便宜上、 

ⅰ 断層位置・長さなどの各種調査を「プロセス①」 

ⅱ プロセス①にて調査した断層長さを前提に、松田式を用いて地震の規模を推定

することを「プロセス②」 

ⅲ プロセス②にて推定した地震の規模及び断層と敷地との等価震源距離を前提

に、野田のスペクトル（耐専スペクトル）を用いて地震動を推定することを「プ
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ロセス③」 

と表記することがある（なお、「応答スペクトルを用いた手法による地震動評価」

とは、厳密に言えば「プロセス③」を意味し、そのための不可欠な前提として、

プロセス①及びプロセス②がなされる。）。 

このように、応答スペクトルに基づく地震動評価（すなわち、基準地震動Ｓ

ｓ－１の策定）は上記①～③のプロセスを経てなされるのであり、プロセス②

はプロセス①を前提に、プロセス③はプロセス②を前提になされることからす

れば、①～③のどれか一つのプロセスでも過小評価がなされれば、原発の耐震

安全性を確保するに足る基準地震動Ｓｓ－１の策定に失敗する関係にあること

は明らかである。 

そして、プロセス①については、原告ら準備書面１８・１項及び原告ら準備

書面２０・第１において、また、プロセス③については、原告ら準備書面２０・

第６などにおいて、既にそれぞれ主張したとおり、いずれも過小評価がなされ

ている。 

そして、プロセス②が適切になされることは、プロセス①及びプロセス③と

同様、Ｓｓ－１の策定には必須の事柄なのであるところ、この点についても過

小評価がなされていること（すなわち、松田式の誤差が評価されていないこと）

を、本書面にて、以下、述べるものである。 

 

２ 松田式は平均像にすぎないこと   

⑴ プロセス②において用いられるのは、松田式という、断層の長さＬとマグニチ

ュードＭの関係式（「logＬ=０．６Ｍ－２．９」（Ｌは断層の長さ、Ｍは地震の規

模））である。 

松田式について、松田時彦氏は、「活断層から発生する地震の規模と周期につ

いて」（甲Ａ４７）という論文によれば、「歴史地震の地震断層の長さとマグニチ

ュードの関係を用いる」、「⑵式のＭの係数と常数はＦｉｇ．１a からＭ８の地震
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ではＬ＝８０ｋｍ、Ｍ７ではＬ＝２０ｋｍとして決めたものである（Ｆｉｇ．１

aの破線に相当）」とされている（甲Ａ４７・２７０頁～２７１頁。なお、文中の

「⑵式」というのは、松田式のこと。また、「Ｆｉｇ．１a」というのは、１４の

歴史地震のマグニチュード及び断層の長さを図に記載したものであり、以下の図

のことである。）。 

   

すなわち、松田式は、断層の長さから導かれる地震の規模の平均像を、１４の

歴史地震のデータをもとに、帰納的に導いたものである（このこと自体は、原告

らと被告九州電力との間で特に争いはないものと思われる。）。 

⑵ 原告らとしては、なにも、松田式は、断層の長さから地震の規模の平均像を求

める式として、信用できない旨主張するものではない（ただし、わずか１４の歴

史地震のデータをもとに導いた式であることから、根拠となる地震の数が限られ

ているということは、指摘せざるを得ない。）。 

すなわち、松田式は、断層の長さから地震の規模の平均像を導く式としては不

合理なものとまではいえないことについては原告としては争うものではないし、

被告九州電力としても争わないものと思われる。 



- 6 - 

⑶ しかし、断層の長さから地震の規模の「平均像」を求める松田式をもとに基準

地震動を策定している以上、発生する地震の半数は、松田式を超える地震の規模

（マグニチュード）となることは必定であり、したがって、松田式をもとに基準

地震動を策定していては、基準地震動を超過する地震動が川内原発敷地で生じる

ことは必定であることを、原告らとしては主張するものである。 

 

３ 松田式の誤差 

  上記２において述べたとおり、松田式は平均像にすぎないのであるから、発生す

る地震の半数は、松田式を超える地震の規模（マグニチュード）となることは必定

である。そこで、松田式にはどの程度誤差が生じるのかということについて、本項

にて検討するに、以下のとおり、松田式は極めて誤差が大きいのである。 

  次の図をみると、長さ１２ｋｍほどの断層において、平均像（すなわち、松田式）

となる点線との交点のマグニチュードは約６．６であるところ、１２ｋｍの長さの

断層において、マグニチュード７．４ほど（すなわち、平均像よりもマグニチュー

ドにして＋０．８ほど大きい）の地震が発生したことが読み取れる。 
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この図において、２２個のデータが記載されている（なお、あくまでも基となる

データは少なく、独立したデータとしては１４個に過ぎない。すなわち、甲Ａ４７・

「活断層から発生する地震の規模と周期について」２７１頁の「Table１」におい

て、１４個の地震について掲載してある。）ところ、わずか２２個のデータの中で

平均像からマグニチュードが＋０．８（すなわち、地震のエネルギーにして約１６

倍）もかい離しているものがあるのである。 

 

 

そうすると、松田式における平均値からのかい離を＋２σ（同一断層において、

これを超える規模の地震が発生する可能性が約２．３％（正確には２．２７５％）

となることであり、約４４回に１回はこれを超えることになる。なお、「σ」は標
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準偏差のことである。）とすれば、マグニチュードにおいて＋０．８程度を上回る

こととなる（すなわち、わずか２２個のデータ（独立したデータとしては１４個）

しか掲載していない図において、最も平均からかい離しているのはマグニチュード

にして＋０．８であるが、これは、+２σに到底届かないであろう。）。 

ところで、Ｍが＋０．８大きくなれば、短周期地震動は、平均にして２．５１倍

になる。 

なお、これは、あくまでも、断層の長さから地震の規模を平均像に基づいて推定

した場合に生じる誤差であり、次のプロセス③において、地震の規模（マグニチュ

ード）及び断層と敷地との等価震源距離から敷地での地震動の大きさを平均像（野

田のスペクトル・耐専スペクトル）に基づいて推定する際に、さらなる誤差が生じ

ることも、原告ら準備書面２０・第６などにおいて既に主張したとおりである。 

 

４ 松田式が気象庁の平成１５年のマグニチュード見直しによって良く整合するこ

ととなったとはいえないこと 

⑴ 被告九州電力は、仮処分事件において、松田式が気象庁の平成１５年のマグニ

チュード見直しによって良く整合することとなった旨主張しており、本訴におい

ても同様の主張がなされることが予測されることから、この点についての原告ら

の主張を述べることとする。 

松田式を、地表断層の長さと地震規模の関係式として見れば、気象庁による

マグニチュードの見直し後も、松田式のもととなったデータの大きなばらつき

は全く解消されていない。 

さらには、地表断層の長さのみならず震源断層の長さと地震規模との関係式

であることを前提としたとしても、なお大きなばらつきは解消できていない。 

この点につき、以下、説明する。 

被告が「良く整合する」と主張することが予測されることの根拠となるであ

ろう図は次の図(甲Ａ５０・３３頁の右側の図)であり、その中の震源断層面の
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長さだけを示した図が、その次の図である。 

念のため、地表の断層の長さのみを示した図を、さらにその次に示しておく。 
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● 震源断層の長さ 

○ 地表断層の長さ 

 

⑵ 上の３つの図で言えば、●は松田式よりＭで＋０．５のデータもあり、○でも

同様に＋０．５のデータが複数ある。ちなみに、Ｍで＋０．５は、地震のエネル

ギーにして約５．６倍、地震動はその３分の１乗となるので、約１．８倍となる。 

この断層面の長さとマグニチュードの関係図を見れば、どう見ても、まだまだ

極めて大きなばらつきが残っている。 

特に問題なのは、Ｍ７．４以上のデータが極めて少ないことであり、震源断層

面の長さとＭとの関係で１つ（新潟地震）、地表断層の長さとＭとの関係でも１

つ（濃尾地震）のデータがあるだけでしかない。 

Ｍ７．０を超えるものでも、上記２つの地震以外には４つの地震があるだけで

ある。 

ましてや、もともとのデータ自体が古い地震のデータによるものであり、その

正確性が問題となるとともに、これだけの少ないデータで、松田式が大きな誤差

を抱えているわけではないとはいえない。 
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そもそも、上の図のどれをとっても、一見して、ばらつきが大きいことは否定

しようのない事実である。 

気象庁によるマグニチュードの見直しをふまえても、すなわち、見直したデー

タをもとにしても、大きなばらつきが存在しており、しかも、データがわずかで

あることからすれば、大きなばらつきの存在はなんら否定されていない。 

なお、地震発生前に震源断層の長さは分かりようがないから、地震発生前のマ

グニチュードの推定では、最後の図（前頁）の地表断層の長さとマグニチュード

の関係図を見る必要があり、そうであれば、マグニチュードの見直し後において

も、松田式のもととなったデータに大きなばらつきがあることは、さらに明らか

である。 

 

５ 松田式にばらつきが生じる要因 

⑴ 震源特性のばらつき 

  ア 松田式はスケーリング則の一種であり、次の「入倉－三宅式」もスケーリン

グ則（下図）である。 

   

 

「入倉－三宅式」は、断層面の面積（縦軸）と地震モーメントＭｏ（横軸
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の下側目盛）もしくはモーメントマグニチュードＭｗ（横軸の上側目盛）と

の関係の平均像を求める式であり、地表断層の長さが断層面の面積に、また、

気象庁マグニチュードＭがモーメントマグニチュードＭｗに、それぞれ変わ

っているが、性質上、松田式と同様の関係式と言うことができる。 

断層面積は、断層の幅が同じなら、断層面の長さと比例するので、「入倉－

三宅式」は、断層幅が同じという前提において、松田式と同等の関係式とい

うこととなるのである。 

一方、「入倉－三宅式」は、松田式より多いデータを基にしていることから、

ばらつきの程度はより明確であり、「入倉－三宅式」における程度のばらつき

は、松田式においても、同様に存在するはず、ということとなる。 

イ ところで、「入倉－三宅式」においては、Ｍｏ（やＭｗ）の大きさにかかわ

らず、同程度に大きなばらつきが認められるが、そのばらつきが生じるのには、

震源特性のばらつきに大きな要因がある。 

そして、震源特性のばらつきは、結局のところ、断層面での固着の程度等に

よって生じる。 

要するに、強く固着している断層では、断層の面積もしくは長さに比べ、大

きな地震、地震動を生じさせるのである。 

この断層面での固着の程度は断層ごとによって異なるから、「入倉－三宅式」

のばらつき、ひいては松田式のばらつきは、決してなくなることはない。 

ウ では、ばらつきの程度は、どれほどとなるのか。 

「入倉－三宅式」では、Ｍｏは、既往最大で平均像の４倍程度にまで達する。 

しかし、「入倉－三宅式」でもまだまだデータが少ないため、より大きなばら

つきを考えるべきである。 

そして、それは、松田式でも大きなばらつきを考えるべきであることを導く。 

⑵ 断層長さの問題 

地表断層から地下の震源断層面の長さを推定することは極めて困難であり、震
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源断層面の長さと地表断層の長さとが大きく異なることがある（この点は、原告

ら準備書面２０・第５において述べたとおりである。）ということからも、松田

式のばらつきが生じる。 

 

６ 結論 

これまで述べてきたとおり、断層長さからマグニチュードを求めるプロセス②に

おいて、平均像にすぎない松田式が用いられており、そのバラツキが基準地震動の

策定にあたってなんら考慮されていないことから、基準地震動Ｓｓ－１の評価とし

て過小なものとなっているのである。 

以上 


